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職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
講
習
の
指
定
に
関
す
る

省
令
案
要
綱

第
一

講
習
の
科
目
（
第
一
条
関
係
）

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
更
新
講
習
の
う
ち
、
知
識

講
習
は
別
表
の
科
目
に
つ
い
て
、
技
能
講
習
は
別
表
の
科
目
の
う
ち
技
能
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
し
て
の
経
験
に
応
じ
選
択
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

指
定
の
基
準
（
第
二
条
関
係
）

一

知
識
講
習
又
は
技
能
講
習
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

知
識
講
習
は
講
義
に
よ
り
、
技
能
講
習
は
講
義
又
は
演
習
に
よ
り
行
う
こ
と
。

２

技
能
講
習
は
、
そ
の
半
分
以
上
の
時
間
を
通
学
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

３

更
新
講
習
は
、
修
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
知
識
又
は
技
能
の
修
得
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
内
容
を
含

む
こ
と
。

４

講
師
は
、
別
表
の
科
目
に
つ
い
て
効
果
的
に
指
導
で
き
る
知
識
、
技
能
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。



- 2 -

５

演
習
は
、
４
の
講
師
の
ほ
か
、
講
師
の
補
助
者
を
配
置
す
る
こ
と
。

６

別
表
の
科
目
に
応
じ
た
適
切
な
内
容
の
教
材
を
用
い
る
こ
と
。

７

更
新
講
習
を
受
け
る
者
の
数
は
、
原
則
と
し
て
、
講
義
に
よ
り
行
う
場
合
は
三
十
人
以
下
、
演
習
に
よ
り
行
う
場
合
は

二
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

８

更
新
講
習
を
実
施
す
る
者
の
職
員
、
講
習
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が

講
習
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

９

更
新
講
習
を
実
施
す
る
者
が
８
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術

的
な
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

更
新
講
習
を
受
け
る
者
に
、
指
定
申
請
者
又
は
そ
の
関
係
者
が
雇
用
す
る
者
そ
の
他
指
定
申
請
者
又
は
そ
の
関
係
者
と

10
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
以
外
の
者
を
含
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
申
請
者
が
、
講
習
業
務
以
外
の
業
務
の
運
営
に
関
し
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
た
る
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に

よ
る
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ

に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
申
請
者
に
対
し
て
、
指
定
を
行
う
こ
と
が
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で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

一
の
１
か
ら
９
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


